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４月～ ・対象医療機関の抽出
・ NDBデータ（前年度４月～３月）を対象医療機関別に集計

９月頃 ・対象医療機関に外来機能報告の依頼
・報告用ウェブサイトの開設
・対象医療機関にNDBデータの提供

10～11月頃 ・対象医療機関からの報告

12月頃 ・データの不備のないものについて、集計取りまとめ
・都道府県に集計取りまとめを提供

１～３月頃 ・地域の協議の場における協議
・都道府県による紹介受診重点医療機関の公表
・都道府県に集計結果の提供

◢ スケジュール及び具体的な流れ

○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行う。令和４年度以降の具体的な年間スケジュール

は以下のとおりであり、年度内に地域の協議の場における協議を行っていただく予定。なお、今年度に

ついては、原則として、都道府県において、令和５年３月までに紹介受診重点医療機関を公表すること

とされている。

外来機能報告等に関するガイドラインから抜粋
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第７回第８次医療計画
等に関する検討会資料
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厚生労働省保険局医療課

令和４年度診療報酬改定の概要外来Ⅰ
抜粋


